
ソフト事業等における民間活用の取組状況（協定関係）について
１．「民間活用（川崎版ＰＰＰ）推進方針」における協働連携事業等のレビューについ

て 
 令和２年３月に策定した本方針において、「６ 確実な公共サービスの提供のためのモニタリング

等に関する基本的な方針」を定めており、その中では、「公共サービスの質・安全性（継続性）の確

保」や「次期取組等に向けた必要な見直しを行うための状況把握」を目的として、以下に示すモニ

タリング等の取組を進めることとしている。 

 多摩スポーツセンターや学校空調をはじめとするＰＦＩ事業などについては、民間活用推進委員

会において令和２年度から事業終了時の総括評価を実施している。 

 一方で、協働連携事業等については、「レビュー」と位置づけ、取組の効果が得られているかなど

について定期的に確認することとしている。 

 

 

２．本市における民間等との連携状況について 

 令和３年度に、今後の民間企業等との連携強化を図ることを目的に、本市が締結している協定及び

覚書等のうち、「民間企業等との協働によって地域課題の解決を図ることを目的とした協定」に関す

る状況を調査し、その傾向の把握及び分析を実施した。 

 
（１）協定締結数 

年度 H28 H29 H30 R01 R02 R03  

締結数 ２２５ ３１５ ３６０ ３８８ ３９２ ４２７ 

   

平成 28 年度から 29 年度で 90 件増加しているのは、平成 28 年 4 月に発生した熊本地震を契機と

した、主に防災関係協定（災害時の救援物資等に関する）の増加によるもの。また、近年増加傾向に

あるのは、ＳＤＧｓの取組の拡大に伴う、主に高齢者見守り関係協定等の増加によるものと考えら

れる。 

 

（２）協定内容（令和３年度協定） 
①協定種別 
協定種別 Ｒ２ Ｒ３ 内容 

個別協定 ２２０ 
２３９ 

（+19） 

個別事業の実施等に係る協定 

例：川崎市地域見守りネットワーク事業（神奈川東部ヤクルト

販売株式会社） 

災害時 

協定 
１６１ 

１７５ 

（+14） 

災害時の連携等に係る協定 

例：災害時におけるヘリコプター臨時離着陸場としての施設使

用承諾書（（株）よみうりランド） 

包括協定 １１ 
１３ 

(+2) 

様々な地域課題などに対して、包括的に協力することを定めた

協定 例：地域活性化包括連携協定書（（株）セブン-イレン・

ジャパン） 

②カテゴリ ※カッコ内は災害協定数 
カテゴリ Ｒ２ Ｒ３ 主な協定内容 

生活・福祉 １５４ (７４) １７２ (８４) 被災者支援、高齢者見守り 

広報・通信 ３４ (１７) ３３ （１６) 市政情報提供、イメージアップ 

環境 ３２ (９) ３５ （９) 災害廃棄物、脱炭素、環境保全 

緊急 ２６ (２６) ２６ （２６) 避難場所確保 

医療・健康 ２５ (１４) ２７ （１４) 災害医療、健康づくり 

情報収集・活用 ２１ (１９) ２６ （２３) 緊急時の個人情報利用 

産業振興 １６ (０) １７ (０) 中小企業支援、製品開発 

地域振興 １５ (０) ２０ (０) 町内会支援、特定地域の活性 

研究開発 １４ (０) １３ (０) 産官学協働 

スポーツ １１ (０) ８ (０) 民間施設活用、オリパラ関連 

包括協定 １１ (０) １３ (０)  

人材育成 ８ (０) ８ (０) 企業への派遣 

交通 ８ (２) ９ (２) コミュニティ交通、災害対応 

防災・消防 ７ (０) １０ （１) 防災啓発 

文化・芸術 ６ (０) ６ (０) イベントの共同実施 

防犯 ４ (０) ４ (０) 防犯パトロール 

合計 ３９２ (161) ４２７ （175）  

   ・全体の約 4 割が「生活・福祉」に関する協定であり、主に被災者支援や高齢者見守りに関す

る内容であり、相手方は既存業務との親和性の高い配達業や不動産業等が多い 

   ・災害時協定の割合が多いのは「緊急」「情報収集・活用」で、相手方は、津波時の避難場所確

保や帰宅困難者受入の観点から商業施設や大規模な土地を所有する臨海部の企業等が多い。 

   ・令和３年度に増加した協定のうち「生活・福祉」（高齢者見守り関連）は川崎・中原・高津・

宮前・多摩区の業者と、「地域振興」（地域活性関連）は、川崎・中原区の業者と締結している。 

事業内容 取組内容 

多様な主体と⾏政が
協働で取り組む事業 
（協働連携事業等） 

監視的なモニタリングではなく、より良い事業の実現に向けて、取組に
よる効果が得られているか、改善する余地が無いかについて、定期的に
確認し合う。 
⇒以下、この行為を「レビュー」と定義する。 

上記以外の事業（⺠
間 に よ る サ ー ビ ス 提
供） 

より良い事業の実現に向けて、民間により提供される公共サービスの履
行状況を監視・確認し、必要に応じて指導・助言する。 
⇒以下、この行為を「モニタリング」と定義する。 

モニタリングの結果を踏まえ、事業目的や水準の達成度を測り、達成度
に応じたインセンティブ（ディスインセンティブ）の付与や未達成事項
への改善について、指導・助言する。 
⇒以下、この行為を「評価」と定義する。 

資料１ 



３．協定によらない取組事例 

 

（１）子ども食堂寄贈品の物流支援（富士通（株）、マツダ流通（株）） 

  
かわさき市内の子ども食堂へ段ボール２２０

箱分、約１．８トンのハンドソープ等衛生用品

が寄贈されることになり、大量の品の一時保管

場所及び各食堂への移送について２社が協力。 
富士通（株）が一時保管場所の提供、マツダ流

通（株）がトラックによる運送に協力している。 
 
 
 
 

 
（２）火災予防啓発への協力（（株）カジノヤ、川崎鶴見臨港バス（株）） 

   ・商品パッケージを用いた啓発協力 

 市民に対して効果的に火災予防広報を実施 
するため、幅広い商品流通ネットワークをも 
つカジノヤに協力いただき納豆の商品パッ 
ケージに「火の用心」と「住宅火災警報器の 
設置と点検」を促すフレーズを印刷しても 
らっている。 

   ・バス車両での啓発協力 

     秋の火災予防運動ポスターを、川崎鶴見臨港 
バス内の広告スペースに掲出してもらってい 
る。 

 
  
  （３）町内会加入啓発促進の協力（第一生命保険（株）） 

   がん啓発・がん検診の受診率向上及び健康づくりに関 
する包括協定を締結している第一生命保険（株）が、 
町内会加入率向上を目的とする啓発チラシを、市民に 
対して配布する等協力を行っている。 

      
 
 
 
 
 

 

４．民間企業との連携協定の見直し事例  

 

協定内容の見直し  

  

〇内容：大規模スポーツ広場旧日本精工グラウンドの 

区民利用方法の見直し 

 〇当初協定：平成１８年７月 

 〇見直し内容（令和３年） 

  元々社会貢献の一環として区民開放されていた日本精

工が持つ大規模グラウンド（敷地３，６ヘクタール）の

一部について、令和３年１０月に昭和大学へ譲渡される

のを機に、コマ数を増やし、抽選制に変更する等大幅に

運用を変更することで、区民の利便性が大きく向上し

た。※同大学が土地利用を検討する一定期間において同

大学の利用に支障のない範囲において、区民へ開放して

頂いているものである。 

 

５．協定管理の手法見直し 

 （１）協定書や覚書の集約化 

  これまで各所管課で個別管理していた協定書や覚書を集約化するとともに、定型となるものをは

じめ庁内の情報共有システムで閲覧可能とすることにより見える化した事で、庁内各部署での新規

協定締結時の事務作業の改善につながった。また、今まで触れることのなかった他部署での協定等

を横展開することにより、各所管部署において、自ら所管する協定の見直しなどのきっかけとする

ことができた。 

 

（２）公表方法の改善 

市ＨＰで引き続き協定による取組事例を公表していくとともに、今後、協定によらない取組事例

を公表することで、より多くの好事例取組の横展開を図っていく。 

 

（３）民間活用推進方針策定前に締結した協定等の取り扱い 

 同方針策定以後に締結した協定（５３件）について、今後５年程度を目途に「レビュー」を実施す

る。また、方針策定以前に協定締結した協定（３７４件）についても、締結先の事業者等との状況を

踏まえながら、「レビュー」に準じた取組を通じ、協定見直しなどの改善が図れるよう調整をしてい

く。 
 

→ 
（左から）協力企業の３名と子ども食堂関係者 

※タウンニュース 2021 年 12 月 24 日号転載 

町内会加入促進啓発チラシ 

※タウンニュース 2021 年 8 月 6 日号転載 

火災予防啓発入りの納豆 

昨年のポスター 


